
軽症者特例（軽症高額）および高額かつ長期の算定方法について（図表）

●軽症者特例（軽症高額）の算定方法　【医療費総額（10割）の月毎の合計で計算します】
前年8月1日から当年12月31日まで（17か月）の期間内で、連続する12か月間に33,330円を超える月が3か月以上必要
前年 当年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

○ × × × × × × × × × × ○ × ○ × × ×

●高額かつ長期の算定方法　【医療費総額（10割）の月毎の合計で計算します】
更新申請月を含む過去12か月間に、50,000円を超える月が６か月以上必要

前年 当年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × × × × × ×

上記の場合は33,330円を超えた月が3回あるが、①②ともに連続する12か月の間に3回ないため「軽症者特例」の要件を満たさない。

・７月に更新申請をした場合、①の算定期間に50,000円を超えた月が６回あるため、「高額かつ長期」の要件を満たす。
・９月に更新申請をした場合、②の算定期間に50,000円を超えた月が５回しかないため、「高額かつ長期」の要件を満たさない。

○印は33,330円を超えた月
１ ２

○印は50,000円を超えた月１
２

7月に更新申請の場合は該当

9月に更新申請の場合は非該当


